
奥
羽
に
お
け
る
関
の
設
置
は
、
唐
を
中
心
と
す
る
冊
封
体
制
の
外
に
わ
が
国
を
位
置
づ
け
、
独
自
の
華
夷
思
想
を
示
す
た
め
未
服
従

の
民
を
蝦
夷
と
し
た
こ
と
と
深
く
関
わ
る
。
そ
の
こ
と
は
陸
奥
国
な
ど
国
家
辺
遠
地
域
の
国
司
職
掌
に
、
蝦
夷
に
対
し
慕
化
来
朝
の
た

め
の
饗
給
、
抵
抗
に
対
す
る
征
夷
、
情
勢
把
握
の
た
め
の
斥
候
が
加
え
ら
れ
、
徹
底
支
配
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
白
河
関
が
置
か
れ
た
下
野
国
と
の
境
は
、
国
名
由
来
と
も
な
る
東
山
道
な
ど
の
奥
を
意
味
す
る
「
道
奥
国
」
の
始
点
と
し
て

多
賀
城
碑
に
も
見
え
、
地
理
的
、
歴
史
的
に
も
重
要
な
位
置
に
あ
る
。

本
論
で
は
、
白
河
関
跡
に
比
定
さ
れ
る
関
の
森
遺
跡
の
再
検
討
や
類
似
遺
跡
と
の
比
較
か
ら
、
丘
陵
頂
部
の
Ｂ
地
点
で
発
見
さ
れ
た

〈
銑
１
）

歌
枕
と
し
て
も
名
高
い
白
河
関
は
、
菊
多
（
勿
来
）
・
念
珠
と
と
も
に
奥
羽
三
関
に
数
え
ら
れ
る
。
承
和
二
年
の
太
政
官
符
に
は
白

河
剣
と
あ
り
、
「
令
集
解
」
職
員
令
大
国
条
所
引
の
釈
説
に
剣
は
「
塑
柵
（
と
り
で
）
の
所
」
と
さ
れ
、
交
通
「
検
判
の
処
」
の
関
と

（
註
２
）

異
な
る
機
能
が
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
勘
過
へ
の
対
応
や
配
置
上
の
原
則
か
ら
は
、
機
能
や
性
格
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
て
き

（
註
３
）

て
い
る
。

白
河
の
関
「
関
の
森
遺
跡
」
の
再
評
価
ｌ
内
な
る
蝦
夷
の
勘
過
施
設
と
し
て
１

は
じ
め
に

眞
保
昌
弘

1



白
河
関
は
二
所
の
関
と
呼
ば
れ
、
元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
、
松
尾
芭
蕉
の
奥
の
細
道
の
旅
に
随
行
し
た
會
良
「
旅
日
記
」
に
は
、

関
跡
と
さ
れ
る
関
明
神
（
白
坂
）
の
後
、
古
関
と
さ
れ
る
旗
宿
へ
向
か
っ
た
と
あ
る
。
ま
た
、
南
部
藩
の
『
奥
州
道
中
増
補
行
程
記
』

に
は
「
今
の
関
と
上
古
の
関
と
二
筋
、
古
よ
り
有
之
故
、
白
川
二
所
の
関
と
申
し
た
り
」
と
あ
り
、
二
所
の
関
を
別
地
点
と
し
て
い

る
。
「
白
河
古
事
考
」
で
は
「
旗
宿
村
の
首
尾
に
関
門
二
ヵ
所
設
け
、
二
重
に
厳
重
に
し
、
一
ヶ
所
に
二
重
に
作
り
た
る
」
、
「
白
河
風

土
記
」
に
も
旗
宿
村
に
上
ノ
関
、
下
ノ
関
の
存
在
が
見
え
、
旗
宿
一
地
点
で
二
所
の
関
と
す
る
。

寛
政
十
二
（
一
八
○
○
）
年
八
月
、
白
河
藩
主
松
平
定
信
は
「
図
史
詠
歌
又
徴
地
形
老
農
之
言
」
を
根
拠
に
、
空
堀
と
土
塁
が
残
る

旗
宿
の
関
の
森
を
白
河
関
と
し
「
古
関
蹟
碑
」
を
建
立
す
る
。
定
信
著
の
「
退
閑
雑
記
」
に
は
ヨ
遍
聖
絵
」
と
の
比
較
が
記
さ
れ
、

「
図
」
が
巻
五
’
第
三
段
の
白
河
「
関
の
明
神
」
の
場
面
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
一
遍
聖
絵
」
は
、
実
景
描
写
と
す
る
研
究
が
早
く

（
註
４
）

（
註
５
）

（
註
６
）

か
ら
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
「
地
方
イ
メ
ー
ジ
」
の
投
影
、
建
築
物
の
「
類
型
的
表
現
」
か
ら
も
異
論
が
多
い
。
し
か
し
、
坂
道
の

傍
で
関
守
を
置
く
関
屋
の
背
景
に
描
か
れ
る
水
田
と
山
並
み
の
現
地
性
は
、
想
像
と
し
て
の
み
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
事
実
で

鍛
冶
工
房
跡
を
含
む
竪
穴
建
物
群
、
区
画
施
設
で
あ
る
柵
列
が
九
世
紀
前
半
か
ら
後
半
に
計
画
的
に
配
置
さ
れ
た
遺
構
群
で
あ
る
可
能

性
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
征
討
と
並
ん
で
実
施
さ
れ
た
蝦
夷
の
移
配
施
策
が
三
十
八
年
戦
争
終
結
後
、
国
内
で
騒
乱
や
入
京
越
訴
な

ど
形
を
か
え
た
抵
抗
と
し
て
繰
り
返
え
さ
れ
、
そ
の
対
応
策
の
一
つ
と
し
て
承
和
二
年
に
長
門
国
関
に
準
じ
た
勘
過
が
求
め
ら
れ
た
白

河
関
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
考
え
る
。
さ
ら
に
は
柵
列
を
伴
う
区
画
施
設
の
類
例
が
城
柵
や
そ
の
周
辺
遺
跡
と
い
っ
た
蝦
夷
と
関

わ
る
施
設
で
採
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
特
に
こ
の
時
期
活
躍
す
る
蝦
夷
系
豪
族
の
存
在
を
そ
の
背
景
に
う
か
が
う
も
の
で
あ
る
。

一
白
河
関
の
位
置

2



白河の関「関の森遺跡」の再評価一内なる蝦夷の勘過施設として－

あ
る
。関

の
森
は
、
栃
木
県
境
か
ら
北
に

約
三
ｍ
に
あ
る
（
図
１
）
。
標
高

五
三
○
ｍ
前
後
の
丘
陵
に
囲
ま
れ
た

低
地
に
南
北
一
八
○
ｍ
、
東
西
一
四

○
ｍ
、
標
高
四
一
四
ｍ
、
周
囲
と
の

比
高
一
三
ｍ
の
独
立
低
丘
陵
（
図

２
）
を
呈
し
、
頂
部
平
坦
地
に
は
白

河
神
社
が
鎮
座
す
る
。
南
、
北
、
西

の
三
方
は
緩
や
か
な
斜
面
で
広
く
開

け
る
も
の
の
、
東
は
急
斜
面
で
さ
ら

に
東
に
は
丘
陵
が
迫
り
、
そ
の
間
が

狭
い
水
田
と
な
っ
て
い
る
。
丘
陵
西

裾
に
は
南
か
ら
北
に
白
川
が
流
れ
、

『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
「
付
陸

奥
守
人
見
付
金
得
富
語
第
十
四
」
の

小
瓶
い
っ
ぱ
い
の
黄
金
を
手
に
入
れ

た
「
底
が
白
砂
の
浅
き
小
川
」
に
も

図1関の森遺跡と周辺遺跡

1関の森逓跡2．長者平遺跡3．釈迦堂山4．飛倉山5．高館城6．関山

7．下総塚古墳8．舟田中道遺跡9．借宿廃寺跡10.関和久遺跡11.上町遺跡

3



陸
奥
国
白
河
郡
へ
通
じ
る
東
山
道
に
設
置
さ
れ
た
下
野
国
最
後
の
黒
川
駅
家
は
、
釈
迦
堂
山
南
側
の
方
約
二
町
程
度
の
舌
状
台
地
上

の
丹
渡
戸
長
者
平
遺
跡
（
図
１
１
２
）
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
文
治
五
（
二
八
九
）
年
七
月
、
源
頼
朝
に
よ
る
奥
州
藤

（
註
７
）

原
攻
め
の
途
次
、
宿
所
と
し
た
新
渡
戸
駅
を
同
所
と
す
る
説
か
ら
も
肯
定
さ
れ
る
。
周
辺
の
圃
場
整
備
以
前
の
地
籍
図
や
現
地
の
状
況

か
ら
は
舌
状
台
地
を
目
指
す
直
線
道
が
見
え
、
台
地
の
南
側
中
央
が
地
形
的
に
二
分
さ
れ
、
そ
の
最
奥
部
の
人
工
的
切
込
み
部
分
を
指

向
す
る
。
さ
ら
に
釈
迦
堂
山
（
図
１
１
３
）
で
は
北
東
に
通
過
す
る
直
線
的
地
割
が
廃
道
と
な
っ
て
残
存
し
、
中
世
の
釈
迦
堂
跡
の
比

（
肱
８
）

定
地
が
こ
こ
に
面
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
道
路
痕
跡
が
東
山
道
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
伊
王
野
地
区
で
二
番
目
に
高
い
飛
倉
山

（
図
１
１
４
）
は
「
遠
見
の
郭
」
「
飛
の
郭
」
「
ト
ビ
ク
ヌ
ラ
」
と
も
呼
ば
れ
、
南
に
高
館
城
（
図
１
１
５
）
、
北
に
白
河
関
山
（
図
１
１

６
）
を
眺
望
で
き
る
。
伊
王
野
氏
の
居
城
で
あ
る
霞
ヶ
城
本
丸
か
ら
は
尾
根
伝
い
の
連
絡
路
が
明
瞭
に
残
り
、
白
河
関
周
辺
の
「
飛

（
註
９
｝

火
」
地
名
と
共
に
、
蜂
火
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
東
山
道
は
、
伊
王
野
か
ら
北
東
に
蓑
沢
を
通
過
し
、
陸

奥
国
に
至
る
ル
ー
ト
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。

旗
宿
以
北
と
な
る
阿
武
隈
川
流
域
で
は
、
市
街
か
ら
十
ｍ
下
流
付
近
が
古
代
白
河
の
中
心
地
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
右
岸
の
河
岸
段

丘
上
に
は
、
古
墳
時
代
後
期
の
下
総
塚
古
墳
（
図
１
１
７
）
、
豪
族
居
館
で
あ
る
舟
田
中
道
遺
跡
（
図
１
１
８
）
、
白
鳳
寺
院
と
考
え
ら

比
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
丘
陵
南
部
に
は
堀
切
や
土
塁
が
認
め
ら
れ
、
中
世
の
軍
事
的
要
害
の
地
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
諸
条
件
や
発
掘
調
査
の
成
果
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
二
重
に
巡
る
柵
列
、
「
門
」
と
い
っ
た
施
設
や
「
園
」
と
い
っ
た
辺
境
や

防
ぐ
な
ど
を
示
す
文
字
資
料
の
出
土
か
ら
白
河
関
跡
と
し
て
昭
和
四
一
年
国
指
定
史
跡
と
な
っ
て
い
る
。

二
古
代
交
通
路
の
比
定
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白河の関「関の森遺跡」の再評価一内なる蝦夷の勘過施設として－

れ
る
借
宿
廃
寺
跡
（
図
１
１
９
）
、
対
岸
に
は
白
河
郡
衙
で
あ
る
関

和
久
遺
跡
（
図
１
１
ｍ
）
、
関
連
遺
跡
の
上
町
遺
跡
（
図
１
１
ｕ
）

が
あ
る
。
関
和
久
遺
跡
の
南
を
占
め
る
正
倉
地
区
で
は
北
辺
の
み
大

瀧
に
よ
る
区
画
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
耕
地
整
理
以
前
の
字
切
り

図
に
盆
ど
の
川
が
み
え
、
区
画
に
用
い
る
と
共
に
郡
衙
に
伴
う
運
河

（
註
沁
）

と
し
て
の
機
能
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
正
倉
地
区
の
中
央
か
ら
北
方

に
は
、
両
側
に
側
溝
を
伴
う
幅
六
ｍ
の
道
跡
が
二
八
○
ｍ
確
認
さ

れ
、
西
側
に
は
道
に
面
し
て
八
脚
門
や
内
部
に
二
十
棟
前
後
の
建
物

跡
、
東
側
に
は
大
型
建
物
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
「
駅
家
」
「
厨
」
「
水

院
」
の
ほ
か
「
白
」
の
墨
書
土
器
二
十
二
点
が
出
土
し
、
院
を
構
成

す
る
官
衙
ブ
ロ
ッ
ク
と
な
る
館
や
厨
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
道
跡

（
雛
皿
）

は
郡
衙
と
国
府
を
結
ぶ
「
伝
路
」
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
、
陸
奥
国

内
の
交
通
の
要
で
あ
る
郡
衙
機
能
か
ら
至
近
に
東
山
道
の
通
過
を
想

定
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
下
野
国
那
須
郡
黒
川
郷
と
陸
奥
国
白
河
郡
の

両
地
域
を
結
ん
だ
地
点
に
旗
宿
関
の
森
遺
跡
（
図
１
１
１
）
が
位
置

す
る
こ
と
に
な
る
。

ｕ
●

占
岬
曇
魂
心
野

地
金
の
ザ

Ｃ

ｅ

、

‘~噂D地点
、今-8

0～

1
口

つ

0

イ堕句

ー

図3鯛査区付雷間 図2遺跡地形図

う



こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
Ｂ
地
点
か
ら
確
認
さ
れ
た
竪
穴
建
物
跡
、
鍛
治
工
房
跡
群
、
そ
し
て
柵
列
で
あ
る
（
図
４
）
。
グ
リ
ッ
ト
に

（
雌
Ｍ
）

よ
る
限
定
的
な
調
査
で
あ
る
も
の
の
竪
穴
建
物
跡
が
十
棟
以
上
確
認
さ
れ
た
。
一
号
竪
穴
は
、
全
面
調
査
で
は
な
い
も
の
の
一
辺
五
ｍ

の
隅
丸
方
形
と
な
り
、
遺
構
確
認
面
か
ら
深
さ
一
ｍ
で
床
面
へ
至
る
。
柱
穴
は
四
隅
と
そ
の
間
の
壁
際
に
認
め
ら
れ
、
壁
立
構
造
に
よ

る
竪
穴
建
物
と
考
え
ら
れ
る
。
柱
間
隔
は
、
東
西
二
ｍ
以
上
、
南
北
二
ｍ
弱
と
東
西
棟
の
可
能
性
が
あ
る
。
北
壁
際
に
石
を
組
み
立

て
、
粘
土
で
覆
っ
た
カ
マ
ド
が
壁
柱
穴
を
意
識
し
て
設
置
さ
れ
、
「
大
室
」
の
墨
書
土
器
二
点
が
出
土
す
る
（
図
５
上
）
。
広
い
底
部
か

ら
体
部
は
立
ち
上
が
り
、
九
世
紀
前
半
の
様
相
が
う
か
が
え
る
。
二
号
竪
穴
は
、
一
号
同
様
隅
丸
方
形
で
東
西
七
ｍ
、
南
北
五
ｍ
と
東

代
の
赤
焼
き
土
器
、
十
一

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

関
の
森
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、
昭
和
三
四
（
一
九
五
九
）
年
か
ら
三
八
（
一
九
六
三
）
年
ま
で
の
五
ヵ
年
、
福
島
県
教
育
委
員
会
と

（
註
吃
）
（
註
咽
）

白
河
市
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
。
正
式
報
告
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
『
関
の
森
遺
跡
中
間
報
告
書
」
「
白
河
市
史
」
に
ま
と
め
ら

れ
て
お
り
、
さ
ら
に
実
見
可
能
な
資
料
に
よ
り
、
今
回
検
討
を
行
っ
た
。

調
査
区
は
Ａ
～
Ｅ
地
点
ま
で
設
定
さ
れ
（
図
３
）
、
Ａ
地
点
は
南
の
空
堀
内
郭
、
Ｂ
地
点
は
丘
陵
頂
部
に
あ
る
白
河
神
社
の
裏
、
Ｃ

地
点
は
神
社
北
側
の
傾
斜
面
と
裾
部
、
Ｄ
地
点
は
参
道
入
口
の
古
関
蹟
碑
付
近
、
Ｅ
地
点
は
Ａ
地
点
の
空
堀
の
さ
ら
に
南
側
一
帯
と
な

る
。
Ａ
地
点
か
ら
は
掘
立
柱
建
物
、
空
堀
、
土
塁
、
Ｂ
地
点
か
ら
は
竪
穴
建
物
、
鍛
治
遺
構
の
ほ
か
に
柵
列
、
Ｃ
、
Ｄ
地
点
か
ら
は
柵

列
と
門
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
出
土
遺
物
は
土
師
器
や
須
恵
器
が
多
く
、
九
世
紀
代
を
中
心
に
七
世
紀
、
八
世
紀
代
、
さ
ら
に
十
世
紀

代
の
赤
焼
き
土
器
、
十
三
世
紀
代
の
か
わ
ら
け
が
出
土
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
縄
文
、
弥
生
土
器
も
出
土
し
、
遺
跡
が
長
期
に
及
ん
で
い

三
関
の
森
遺
跡
の
調
査

6
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西
に
長
い
。
一
部
の
調
査
で
あ
る
が
、
東
辺
壁
際
に
主
柱
を
も
ち
、
壁
立
構
造
の
竪
穴
建
物
と
考
え
ら
れ
る
。
東
面
壁
際
に
カ
マ
ド
が

あ
り
、
「
園
」
の
墨
書
土
器
が
出
土
す
る
（
図
５
中
）
。
土
器
は
大
振
り
で
深
く
、
底
径
は
や
や
小
さ
く
、
概
ね
九
世
紀
中
葉
以
降
の
特

徴
と
考
え
ら
れ
る
。
三
号
竪
穴
は
、
規
模
は
不
明
だ
が
深
さ
約
三
○
ｍ
の
隅
丸
方
形
と
な
る
。
床
面
中
央
に
四
個
の
石
で
方
形
の
炉
が

作
ら
れ
、
東
南
隅
に
は
角
礫
が
敷
き
詰
め
ら
れ
る
。
竪
穴
周
辺
か
ら
は
鉄
釘
、
鉄
鐡
な
ど
の
鉄
製
品
、
土
師
器
や
須
恵
器
の
ほ
か
灰
釉

陶
器
が
出
土
す
る
（
図
５
下
）
。
現
存
資
料
の
椀
に
は
、
灰
釉
を
体
部
に
刷
毛
塗
り
し
た
痕
跡
が
残
り
、
Ｋ
卯
号
窯
式
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
九
世
紀
後
半
を
中
心
と
す
る
時
期
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
詳
細
は
不
明
だ
が
、
隅
丸
方
形
の
竪
穴
住
居
で
九
○
ｍ

の
深
さ
か
ら
木
炭
や
鉄
釘
、
鉄
片
、
砥
石
が
出
土
す
る
も
の
、
粘
土
や
鉄
塊
な
ど
の
出
土
遺
物
を
囲
む
よ
う
に
東
西
三
間
×
南
北
二
間

の
掘
立
柱
建
物
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
四
号
竪
穴
鍛
冶
遺
構
は
、
七
ｍ
×
五
ｍ
の
東
西
に
長
い
平
面
形
を
も
ち
、
中
央
の
一
条
の
土
ひ

と
呼
ぶ
高
ま
り
に
よ
り
竪
穴
を
二
房
に
区
画
し
て
い
る
。
西
房
に
は
中
央
に
方
形
の
炉
が
あ
り
、
木
炭
が
充
満
し
、
周
辺
に
は
焼
土
が

散
乱
す
る
。
南
よ
り
の
土
ひ
に
カ
マ
ド
が
設
置
さ
れ
、
焼
け
た
石
が
散
乱
す
る
。
東
房
は
西
房
よ
り
規
模
が
小
さ
く
、
焼
土
、
木
炭
片

を
混
じ
え
た
床
面
は
、
凹
凸
が
甚
だ
し
い
。
東
辺
壁
際
に
は
南
北
に
一
列
に
並
ぶ
柱
列
が
見
ら
れ
る
。
北
辺
の
壁
際
に
は
、
径
一
ｍ
の

赤
色
の
焼
土
塊
が
あ
り
、
焼
土
中
か
ら
フ
イ
ゴ
羽
口
二
本
が
出
土
す
る
。
南
壁
付
近
か
ら
は
粘
土
塊
数
個
が
出
土
し
、
鉄
製
品
生
産
の

た
め
の
鍛
冶
遺
構
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

竪
穴
建
物
群
と
鍛
治
遺
構
に
は
重
複
が
認
め
ら
れ
、
土
器
の
年
代
が
九
世
紀
前
半
か
ら
中
葉
、
一
部
後
半
と
な
る
こ
と
と
も
合
致
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
主
軸
を
揃
え
、
一
定
の
間
隔
を
も
ち
、
中
央
に
空
間
地
を
共
有
す
る
な
ど
整
然
と
し
た
配
置
が
指
摘
さ
れ
て
い

（
誰
喝
）
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
も
東
西
に
長
い
平
面
形
を
も
ち
、
カ
マ
ド
を
持
つ
も
の
の
壁
際
に
壁
柱
穴
が
並
ぶ
壁
立
構
造
の
竪
穴
建
物
と
考

え
ら
れ
る
。
床
面
ま
で
の
深
さ
が
一
ｍ
近
い
も
の
が
あ
り
、
床
面
中
央
に
は
石
で
囲
ん
だ
焼
成
施
設
や
焼
成
土
坑
も
認
め
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
遺
構
を
中
心
に
鉄
塊
が
数
多
く
出
土
し
、
鉄
錐
、
鎌
、
紡
錘
車
、
釘
、
砥
石
も
出
土
す
る
。
ま
た
、
墨
書
土
器
に
は
、
「
門
」

7
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「
園
」
「
厨
」
「
司
」
な
ど
関
の
施
設
や
機
能
に
関
わ
る
も
の
の
他
に
「
大
室
」
「
定
」
「
万
」
「
舟
」
「
古
」
「
こ
か
乃
」
が
あ
る
。
「
正
八
」

は
刻
書
土
器
と
な
る
。
辺
境
や
防
ぐ
の
意
味
が
あ
る
「
園
」
と
共
に
、
「
門
」
は
本
遺
跡
の
性
格
を
示
し
、
白
河
関
の
有
力
な
根
拠
と

な
っ
て
い
る
。
十
棟
前
後
の
竪
穴
建
物
か
ら
六
十
五
点
に
も
及
ぶ
多
数
の
墨
書
土
器
、
円
面
硯
、
墨
痕
の
残
る
転
用
硯
、
さ
ら
に
は
灰

釉
陶
器
が
出
土
す
る
な
ど
一
般
的
な
集
落
や
工
房
と
の
違
い
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

柵
列
は
、
遺
跡
の
各
地
点
で
確
認
さ
れ
、
丘
陵
と
の
位
置
関
係
か
ら
Ｃ
地
点
を
外
柵
、
Ｂ
地
点
を
内
柵
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た

が
、
明
確
な
時
期
は
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
形
状
か
ら
Ｃ
地
点
の
柵
列
は
、
柱
間
一
・
五
ｍ
と
な
る
も
の
が
多
い
の
に
比
べ
、

Ｂ
地
点
で
確
認
さ
れ
た
柵
列
は
、
列
状
に
連
続
す
る
と
い
う
明
瞭
な
違
い
が
う
か
が
え
る
。
連
続
す
る
柱
列
に
は
共
有
す
る
溝
状
の
掘

方
を
も
ち
、
径
二
○
～
三
○
ｍ
の
円
形
、
角
形
の
柵
木
が
約
一
○
ｍ
間
隔
と
密
接
し
、
四
○
本
近
く
が
認
め
ら
れ
る
。
調
査
で
は
丘
陵

頂
部
東
端
に
そ
っ
て
直
線
状
に
一
五
ｍ
ほ
ど
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
南
北
に
伸
び
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
図
６
）
。
竪
穴
建
物
や
鍛
治

遺
構
と
も
重
複
せ
ず
、
一
定
の
間
隔
を
も
ち
、
主
軸
を
揃
え
た
配
置
は
、
柵
列
が
こ
れ
ら
の
遺
構
の
区
画
施
設
で
あ
る
可
能
性
が
高

く
、
後
述
す
る
類
似
遺
跡
の
事
例
か
ら
も
計
画
的
に
構
成
さ
れ
た
遺
構
群
と
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

柵
列
は
、
古
代
の
区
画
施
設
と
し
て
溝
状
の
掘
方
内
に
角
材
あ
る
い
は
丸
太
材
を
密
着
さ
せ
る
よ
う
に
立
て
並
べ
た
構
造
を
も
つ
も

の
で
あ
る
。
弥
生
時
代
に
は
す
で
に
認
め
ら
れ
、
畿
内
に
お
い
て
も
官
衙
関
連
施
設
で
飛
鳥
時
代
末
か
ら
奈
良
前
葉
に
確
認
さ
れ
て
い

る
。
昭
和
五
、
六
年
の
払
田
柵
、
城
輪
柵
の
調
査
で
確
認
さ
れ
、
国
府
や
郡
衙
な
ど
の
外
郭
施
設
と
異
な
る
最
大
の
特
徴
と
し
て
城
柵

の
軍
事
的
外
郭
施
設
の
代
表
的
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
宮
城
県
栗
原
市
入
の
沢
遺
跡
で
は
、
古
墳
時
代
前
期
に
さ
か
の
ぼ
る
例
が
み
ら

四
類
例
と
の
比
較

，



鍛
冶
遺
構
と
し
て
は
泉
崎
村
の
白
河
郡
衙
関
連
遺
跡
で
あ
る
関
和
久
上
町
、
郡
山
市
の
安
積
郡
衙
で
あ
る
清
水
台
遺
跡
、
郡
山
Ｉ
期

官
衙
で
も
官
衙
創
建
段
階
に
鍛
冶
炉
を
伴
う
工
房
特
有
の
横
長
プ
ラ
ン
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
茨
城
県
鹿
嶋

て
い
る
。
主
に
丙

が
あ
げ
ら
れ
る
。

図
‐
‐
割
’
列
！
‐
，
凸
ｊ
，
・
・
１
．
－
，
．
‐
’
１
’
卿
１
・
‐
‐
〆
・
Ｉ
ご
１
「
Ｊ
・
・
ｌ
…
，
‐
‐
，
’
、

に
南
辺
の
外
郭
施
設
に
柵
列
が
採
用
さ
れ
る
ほ
か
、
壇

の
越
遺
跡
の
外
郭
、
町
割
り
な
ど
で
も
八
世
紀
後
半
代
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
徳
丹
城
で
も
大
規
模
区
画
施
設
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
る
。
主
に
阿
武
隈
川
以
北
の
城
柵
官
衙
や
関
連
遺
跡
で
認
め
ら
れ
る
も
の
の
例
外
と
し
て
亘
理
町
の
三
十
三
間
堂
遺
跡
で
の
採
用

鍵
、

鰯
輪

れ
、
七
世
紀
中
葉
の
郡
山
遺
跡
Ｉ
期
官
衙
で
施
設
の

内
、
外
部
の
区
画
と
し
て
採
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
囲
郭

集
落
と
さ
れ
る
長
町
駅
東
遺
跡
、
一
里
塚
遺
跡
、
山
王

癖
遺
跡
、
権
現
山
・
三
輪
田
遺
跡
、
南
小
林
遺
跡
、
赤
井

唖
遺
跡
で
も
大
瀧
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
認
め
ら
れ
る
。
郡

（
肱
脇
）

９期
山
遺
跡
Ｉ
期
に
続
く
Ⅱ
期
官
衙
で
も
直
径
三
○
ｍ
の
ク

ー
ー
ー図

リ
材
が
掘
方
を
伴
い
、
地
中
二
ｍ
近
く
埋
没
さ
れ
た
状

麺
態
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
国
府
で
あ
る
多
賀

構麺
城
で
も
外
郭
施
設
を
築
地
と
変
化
さ
せ
つ
つ
も
低
湿
地

過Ｃ
と
な
る
南
辺
外
郭
施
設
の
一
部
で
採
用
さ
れ
、
こ
の
状

子評
況
は
新
田
柵
跡
も
同
様
で
東
辺
低
湿
地
帯
は
柵
列
と
な

”
る
。
桃
生
城
政
庁
で
は
他
辺
が
築
地
、
土
塁
で
あ
る
の
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市
の
春
内
遺
跡
で
も
認
め
ら
れ
、
長
大
な
竪
穴
遺
構
内
に
複
数
の
鍛
冶
炉
が
認
め
ら
れ
、
鹿
嶋
郡
成
立
期
の
集
約
的
な
鉄
製
品
生
産
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
茨
城
県
石
岡
市
に
あ
る
鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
で
は
、
全
体
を
二
六
○
ｍ
に
及
ぶ
溝
で
囲
み
、
竪
穴
建
物
跡
二
○

六
、
連
房
式
竪
穴
建
物
跡
五
、
掘
立
柱
建
物
跡
三
十
三
、
工
房
跡
二
七
が
認
め
ら
れ
る
（
図
７
）
。
南
西
部
は
一
辺
一
三
○
ｍ
の
二
重

区
画
溝
内
に
二
○
棟
ほ
ど
の
掘
立
柱
建
物
跡
か
ら
な
る
「
官
衙
ブ
ロ
ッ
ク
」
、
そ
の
東
か
ら
北
側
に
か
け
て
は
多
数
の
竪
穴
建
物
跡
や

工
房
跡
が
確
認
さ
れ
る
「
居
住
・
工
房
ブ
ロ
ッ
ク
」
が
あ
る
。
鍛
治
炉
を
伴
う
遺
構
に
は
竪
穴
遺
構
二
二
基
、
竪
穴
建
物
跡
一
三
軒
、

連
房
式
竪
穴
建
物
跡
四
棟
、
掘
立
柱
建
物
一
棟
が
あ
り
、
当
初
は
、
官
衙
ブ
ロ
ッ
ク
内
と
そ
の
周
辺
を
中
心
に
全
長
五
五
ｍ
の
１
号
連

房
式
竪
穴
建
物
跡
を
含
む
三
棟
の
連
房
式
竪
穴
建
物
跡
や
長
大
な
工
房
跡
が
整
然
と
配
置
さ
れ
る
。
北
東
隅
で
は
竪
穴
建
物
ほ
ど
の
規

模
の
鍛
冶
工
房
跡
が
雑
然
と
配
置
さ
れ
、
時
期
も
下
る
傾
向
が
あ
る
。
工
具
、
農
具
、
武
器
、
武
具
な
ど
の
鉄
製
品
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
漆
紙
文
書
や
工
房
内
で
の
製
作
を
示
唆
す
る
「
矢
作
家
」
「
大
刀
」
「
鞘
作
」
を
は
じ
め
二
四
八
点
に
及
ぶ
墨
書
土
器
の
出
土
も
本

遺
跡
の
性
格
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
八
世
紀
後
葉
に
成
立
し
、
九
世
紀
中
葉
の
終
焉
期
ま
で
四
期
存
続
し
、
八
世
紀
末
葉
頃
～
九
世
紀

前
葉
の
二
、
三
期
が
盛
期
と
な
る
。
時
期
や
規
模
、
配
置
、
遺
構
な
ど
か
ら
蝦
夷
政
策
と
い
う
非
常
時
に
お
け
る
武
器
武
具
類
を
緊
急

（
誰
〃
）

（
註
肥
）

に
量
産
す
る
た
め
の
常
陸
国
府
に
伴
う
官
営
工
房
と
考
え
ら
れ
る
。
春
内
遺
跡
と
鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
の
遺
構
に
は
共
通
性
が
認
め
ら
れ
、

郡
衙
に
伴
う
工
房
の
技
術
が
国
府
工
房
と
し
て
管
理
施
設
を
伴
う
大
規
模
区
画
施
設
内
に
集
約
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

整
然
と
し
た
区
画
施
設
を
伴
う
鍛
冶
工
房
は
、
秋
田
城
跡
の
政
庁
か
ら
外
郭
東
門
に
至
る
東
大
路
の
南
北
の
大
畑
地
区
で
も
確
認
さ

（
註
⑬
）

れ
て
い
る
。
大
路
の
北
側
で
は
、
八
世
紀
代
に
竪
穴
状
鍛
冶
工
房
が
現
れ
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
め
以
降
に
、
門
を
伴
う
材
木
塀

に
よ
り
東
西
六
九
ｍ
、
南
北
二
九
ｍ
以
上
で
区
画
さ
れ
、
内
部
に
南
北
棟
の
竪
穴
工
房
（
鍛
治
工
房
）
が
東
西
に
二
列
並
置
さ
れ
る

（
図
８
）
。
代
表
的
な
Ｓ
Ｉ
５
９
３
Ｂ
は
西
列
に
あ
り
、
東
西
約
七
・
五
ｍ
、
南
北
約
一
五
ｍ
、
深
さ
七
○
ｍ
の
長
方
形
で
床
面
に
は
、

炉
の
ほ
か
焼
土
や
炭
化
物
が
認
め
ら
れ
る
。
東
南
コ
ー
ナ
ー
で
は
フ
イ
ゴ
羽
口
を
装
着
し
た
痕
跡
を
も
つ
鍛
冶
炉
が
確
認
さ
れ
る
と
と

11
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図8秋田城大畑地区鍛冶関連週棡平面図

も
に
鉄
津
や
鉄
片
が
出
土
す
る
。
周
囲
に
は
掘
立
柱
建
物
も
配
置
さ

れ
、
東
西
両
列
と
も
に
時
期
ご
と
に
規
模
は
異
な
る
も
の
の
、
同
位

（
註
釦
〉

置
で
九
世
紀
第
３
四
半
期
ま
で
竪
穴
状
鍛
冶
工
房
が
継
続
す
る
。
大

路
南
側
で
も
九
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
か
け
、
竪
穴
状
鍛
冶
工
房
二

棟
が
並
置
し
て
掘
立
柱
建
物
を
伴
っ
た
規
則
的
配
置
が
み
ら
れ
、
鍛

冶
工
房
が
整
備
充
実
す
る
と
共
に
生
産
施
設
を
管
理
す
る
官
衙
施
設

と
し
て
の
機
能
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
出
土
品
と
し
て
は
鉄
製
品
の

（
雌
創
）

ほ
か
漆
紙
文
書
、
非
鉄
製
小
札
甲
、
灰
釉
緑
釉
陶
器
が
出
土
す
る
。

秋
田
城
郭
内
で
一
定
エ
リ
ア
に
ま
と
ま
っ
た
継
続
的
な
工
房
が
営
ま

れ
る
事
例
は
、
東
北
地
方
の
城
柵
官
衙
遺
跡
に
お
い
て
数
少
な
い
事

例
と
な
る
。

桃
生
城
跡
北
一
ｍ
の
角
山
遺
跡
で
は
、
丘
陵
頂
部
か
ら
南
東
の
斜

面
に
か
け
て
奈
良
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
竪
穴
住
居
跡
や
鍛
冶
関

連
遺
構
、
竪
穴
状
遺
構
の
ほ
か
、
柵
列
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
図

９
）
。
竪
穴
住
居
跡
は
六
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
代
、
鍛
冶
関
連
遺

構
は
九
、
十
世
紀
代
に
認
め
ら
れ
、
蝦
夷
に
よ
る
桃
生
城
の
襲
撃
が

西
か
ら
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
柵
列
を
西
に
配
し
た
可
能

性
が
あ
る
。
柵
列
は
溝
状
の
掘
方
を
も
ち
、
他
の
遺
構
と
の
切
り
合

12



白河の関「関の森逝跡」の再評mi－内なる蝦夷の勘過施設として－

雨目

毎
超
記

2m
』

111期19世紀～10世紀前半頃

角山遺跡遺櫛配置図図9

13



る
。
柱
は
四
間
×
一
間
で
内
部
に
直
径
九
○
ｍ
の
炉
三
基
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
Ｓ
Ｘ
１
３
５
は
北
側
の
み
残
存
す
る
も
の
で
、
東
西
五
・
七
ｍ
、
深
さ
二
○
叩
の
不
定
形
の
竪
穴
状
遺
榊
と
な
る
。
床
而
に
は

炉
が
一
基
あ
り
、
不
規
則
な
柱
穴
で
、
羽
口
と
鉄
津
が
出
土
す
る
。
さ
ら
に
丘
陵
下
部
の
水
田
跡
か
ら
も
平
安
期
と
考
え
ら
れ
る
墨
書

（
眺
浬
）

土
器
が
出
土
し
、
鍛
冶
工
房
群
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
墨
書
土
器
な
ど
の
文
字
資
料
の
存
在
が
う
か
が
え
る
。

北
東
北
地
方
か
ら
北
海
道
に
か
け
て
九
世
紀
後
半
以
降
に
成
立
す
る
集
落
に
居
住
域
の
全
体
、
あ
る
い
は
一
部
を
自
然
地
形
に
即
し

て
土
塁
・
堀
・
柵
列
な
ど
の
材
木
塀
で
囲
僥
、
あ
る
い
は
区
画
、
分
断
す
る
事
例
が
う
か
が
え
る
。
術
成
は
竪
穴
建
物
を
主
と
し
て
掘

立
柱
建
物
を
伴
う
場
合
が
あ
り
、
特
に
製
鉄
・
鍛
冶
と
い
っ
た
施
設
が
集
落
内
に
認
め
ら
れ
る
。
最
も
古
い
九
世
紀
後
半
の
事
例
と
な

る
秋
田
県
上
野
遺
跡
で
は
、
台
地
縁
辺
に
沿
っ
て
材
木
塀
列
（
柵
列
）
が
巡
り
、
内
部
に
竪
穴
建
物
と
掘
立
柱
建
物
か
ら
な
る
居
住
域

が
形
成
さ
れ
て
い
る
（
図
Ⅲ
）
。
カ
マ
ド
を
も
つ
竪
穴
内
に
は
鍛
冶
炉
が
設
置
さ
れ
、
住
居
兼
鍜
治
工
房
と
な
る
。
掘
立
柱
建
物
に
は

い
は
な
く
、
南
西
か
ら
北
東
方
向
に
直
線
的
に
四
五
ｍ
確
認
さ
れ
る
。
七
、

八
世
紀
代
の
竪
穴
住
居
跡
に
関
わ
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
年
代

に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
く
、
鍛
冶
遺
構
群
に
伴
な
う
可
能
性
も
あ
る
。
代

表
的
な
鍛
冶
遺
構
と
し
て
は
、
九
世
紀
初
め
か
ら
前
葉
の
Ｓ
Ｘ
一
二
五
は
、

長
軸
一
・
一
ｍ
以
上
、
深
さ
は
一
五
か
ら
二
○
叩
の
断
面
皿
状
で
壁
面
が
赤

変
す
る
。
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
前
葉
の
Ｓ
Ｘ
一
二
一
は
長
軸
一
ｍ
、
短

軸
七
○
町
深
さ
三
○
ｍ
の
隅
丸
方
形
で
壁
面
が
赤
変
す
る
。
こ
の
ほ
か
、

一
○
世
紀
代
の
Ｓ
Ｘ
妬
は
竪
穴
状
遺
構
に
掘
立
柱
建
物
が
伴
い
西
側
の
み
残

存
す
る
も
の
で
、
南
北
一
○
ｍ
以
上
、
東
西
四
ｍ
以
上
、
深
さ
三
○
ｍ
あ

偲応40mライン

⑱
内地

仮堺（構跡）

-~~~O

竪穴遡物跡

oO竺
～

積地沖

鋤n
lL－－

図10上野遺跡逓柵配謂回
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白河の関「関の森遺跡」の再評価一内なる蝦夷の勘過施設として一

〈
鮎
郵
）

一
面
、
二
面
構
造
の
廟
な
ど
も
採
用
さ
れ
、
秋
田
城
な
ど
の
城
柵
が
北
方
の
蝦
夷
社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

大
規
模
な
区
画
溝
内
に
管
理
施
設
と
と
も
に
大
型
、
小
型
の
鍛
治
遺
構
群
に
よ
る
国
府
工
房
と
考
え
ら
れ
て
い
る
鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
の

ほ
か
、
城
柵
で
は
秋
田
城
跡
で
も
材
木
塀
に
よ
る
区
画
施
設
内
に
管
理
施
設
を
伴
う
鍛
冶
工
房
遺
構
が
み
ら
れ
た
。
さ
ら
に
城
柵
周
辺

の
角
山
遺
跡
や
秋
田
城
な
ど
の
城
柵
の
影
響
を
受
け
た
蝦
夷
集
落
遺
跡
で
あ
る
上
野
過
跡
で
も
地
形
に
沿
っ
た
材
木
塀
（
柵
列
）
な
ど

に
よ
る
区
画
施
設
内
で
の
鍛
冶
関
連
施
設
の
存
在
が
う
か
が
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
類
似
遺
跡
か
ら
も
関
の
森
遺
跡
の
鍛
冶
遺
構
と
関
連

す
る
竪
穴
建
群
、
掘
立
柱
建
物
が
柵
列
に
よ
り
区
画
さ
れ
る
な
ど
同
一
時
期
の
計
画
的
な
遺
構
群
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
城
柵
が

設
置
さ
れ
ず
外
郭
施
設
に
柵
列
な
ど
が
認
め
ら
れ
な
い
阿
武
隈
川
以
南
で
、
さ
ら
に
板
東
と
の
境
で
あ
る
白
河
で
の
特
徴
的
な
事
例
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

陸
奥
国
南
部
と
な
る
白
河
郡
周
辺
は
、
養
老
二
（
七
一
八
）
年
五
月
に
陸
奥
国
よ
り
分
割
さ
れ
る
石
背
国
に
属
し
、
中
央
集
権
的
国

家
支
配
の
展
開
が
い
ち
早
く
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
養
老
四
（
七
二
○
）
年
九
月
の
陸
奥
国
按
察
使
上
毛
野
朝
臣
広
人
、
神
亀
元

（
七
二
四
）
年
三
月
の
大
橡
従
六
位
上
佐
伯
宿
禰
児
屋
麻
呂
の
殺
害
と
い
っ
た
度
重
な
る
蝦
夷
の
乱
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
支
配
の
北

進
に
対
す
る
抵
抗
と
考
え
ら
れ
る
。
乱
を
契
機
に
陸
奥
国
の
支
配
は
軍
事
基
盤
の
強
化
に
向
け
て
大
き
く
転
じ
、
こ
の
施
策
を
神
亀
元

（
砿
訓
）

年
体
制
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
伴
う
多
賀
城
や
多
賀
城
廃
寺
の
造
営
と
共
に
北
部
の
蝦
夷
最
前
線
と
な
る
城
柵
官
衙
寺
院
で
は
同
箔

（
註
蚤
）

と
な
る
多
賀
城
様
式
瓦
が
採
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
神
亀
五
（
七
二
八
）
年
四
月
に
設
置
さ
れ
る
白
河
軍
団
を
契
機
と
し
て
白
河
郡
で
も

〈
註
郡
）

こ
の
系
統
の
瓦
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
陸
奥
国
の
北
と
南
で
同
様
の
展
開
が
図
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
宝
亀
五

五
白
河
郡
の
歴
史
的
位
置

lう



（
七
七
四
）
年
七
月
の
陸
奥
国
海
道
蝦
夷
の
乱
に
よ
り
桃
生
城
西
郭
が
破
ら
れ
、
続
く
宝
亀
二
（
七
八
○
）
年
三
月
の
伊
治
公
呰
麻

呂
の
乱
へ
の
征
夷
の
中
、
賊
に
囲
ま
れ
た
鎮
守
府
副
将
軍
の
百
済
王
俊
哲
が
桃
生
白
河
等
郡
神
二
社
に
祈
る
と
難
か
ら
免
れ
、
同
年

十
二
月
に
諸
神
を
官
社
と
す
る
申
請
が
「
続
日
本
紀
」
に
み
え
る
。
直
接
戦
乱
と
は
関
係
を
も
た
な
い
白
河
郡
神
が
そ
こ
に
列
挙
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
弘
仁
二
（
八
二
）
年
ま
で
の
三
十
八
年
間
の
征
夷
事
業
も
徳
政
相
論
に
よ
り
終
焉
を
迎
え
る
と
、
同
年
に

陸
奥
国
の
海
道
十
駅
を
廃
止
し
、
常
陸
国
府
か
ら
陸
奥
国
白
河
郡
の
東
山
道
ま
で
新
た
に
駅
路
が
設
置
さ
れ
、
坂
東
諸
国
か
ら
陸
奥
国

へ
の
入
り
口
が
一
元
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
白
河
郡
は
、
軍
事
、
祭
祀
、
交
通
な
ど
に
お
い
て
蝦
夷
最
前
線
地
域
と
軌

を
一
に
し
た
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

わ
が
国
の
蝦
夷
施
策
と
し
て
は
、
征
討
と
共
に
国
家
側
に
投
降
し
た
蝦
夷
た
ち
の
勢
力
を
弱
体
化
さ
せ
る
た
め
諸
国
へ
の
移
配
を

行
っ
た
。
神
亀
二
（
七
二
五
）
年
の
初
見
以
後
、
宝
亀
七
（
七
七
六
）
年
、
弘
仁
二
（
八
二
）
年
に
確
実
な
例
が
み
え
る
。
陸
羽
両

国
に
留
め
置
か
れ
た
蝦
夷
も
相
当
数
い
た
も
の
の
、
大
規
模
な
征
討
事
業
の
後
に
諸
国
へ
の
移
配
が
行
わ
れ
、
俘
囚
と
呼
ば
れ
る
こ
と

に
な
る
。
本
格
化
す
る
の
は
延
暦
以
降
で
あ
り
、
延
暦
一
三
（
七
九
四
）
年
、
二
○
（
八
○
一
）
年
、
弘
仁
二
（
八
一
二
年
の
三
回

（
註
”
）

は
大
規
模
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
蝦
夷
移
配
は
、
将
来
的
に
は
調
庸
民
化
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
延
暦
一
七
（
七
九
八
）

年
以
降
、
処
遇
を
改
め
る
基
本
的
法
令
が
相
次
ぐ
こ
と
に
な
る
。
方
針
転
換
に
は
国
家
の
強
制
移
配
に
、
当
初
よ
り
望
郷
の
念
な
ど
か

ら
の
不
満
が
騒
動
や
紛
争
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
自
ら
解
決
す
る
た
め
の
入
京
越
訴
に
結
び
つ
き
、
強
固
に
抵
抗
を
続
け
る
俘
囚
の
姿
が

（
註
錫
）

う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
奥
羽
、
坂
東
諸
国
の
蝦
夷
・
俘
囚
に
関
わ
る
騒
乱
状
況
か
ら
、
白
河
関
、
菊
多
関
に
お
い
て
取
り
締
ま

り
の
強
化
と
し
て
承
和
二
（
八
三
五
）
年
十
二
月
三
日
の
太
政
官
符
が
あ
る
。

『
類
聚
三
代
格
」
巻
一
八
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の再評価一内なる蝦夷の勘過施設として－白河の関「関の森遺跡」

長
門
国
の
関
に
準
じ
る
白
河
菊
多
関
で
の
勘
過
実
施
が
認
め
ら
れ
た
記
事
で
あ
る
。
勘
過
の
対
象
と
し
て
は
多
数
の
移
配
蝦
夷
で
あ

る
「
俘
囚
」
の
「
出
入
任
意
」
と
「
商
旅
之
輩
」
が
「
進
官
雑
物
」
と
す
べ
き
北
方
の
特
産
物
を
「
窃
買
将
去
」
す
る
こ
と
が
記
さ

（
雛
調
）

れ
、
俘
囚
が
意
の
ま
ま
に
関
を
出
入
り
し
て
い
る
実
態
を
し
め
し
て
い
る
。

ま
た
、
翌
日
の
記
事
と
し
て
「
続
日
本
後
紀
」
承
和
二
（
八
三
五
）
年
十
二
月
四
日
条
が
あ
る
。

（
註
鋤
）

按
察
使
、
国
司
、
鎮
守
府
に
対
し
て
、
夷
俘
が
盛
ん
に
入
京
し
て
い
る
こ
と
を
識
責
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
の
太
政
官
符
の
翌
日
の

日
付
と
な
り
、
国
境
で
あ
る
関
を
意
に
任
せ
て
出
入
り
す
る
夷
俘
が
以
前
か
ら
問
題
視
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
う
謎
責
と
考
え
ら
れ
、
関
で

の
勘
過
強
化
が
喫
緊
の
課
題
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

太
政
官
符

応
下
准
二
長
門
国
関
一
勘
刺
過
白
河
菊
多
劉
上
事

右
得
二
陸
奥
国
解
一
僻
、
検
二
旧
記
一
、
置
レ
剣
以
来
、
干
し
今
四
百
余
歳
実
。
至
レ
有
二
越
度
一
、
重
以
決
罰
。
謹
検
二
格
律
一
、
無
し
見
二

件
剣
一
。
然
則
雌
し
有
し
所
し
犯
不
レ
可
二
諏
勘
一
。
而
此
国
俘
囚
多
レ
数
、
出
入
任
し
意
。
若
不
二
勘
過
一
、
何
用
為
し
固
・
加
以
進
レ
官
雑

物
触
レ
色
有
し
数
、
商
旅
之
悲
窃
買
将
去
。
望
請
、
勘
過
之
事
、
一
同
二
長
門
一
。
謹
請
二
官
裁
一
者
。
権
中
納
言
従
三
位
兼
行
左
兵
衛

督
藤
原
朝
臣
良
房
宣
、
奉
レ
勅
、
依
レ
請
○

承
和
二
年
十
二
月
三
日

夷
俘
出
し
境
、
禁
制
已
久
。
而
頃
年
任
し
意
、
入
京
有
し
徒
。
側
下
二
官
符
一
、
誼
。
責
陸
奥
出
羽
按
察
使
井
国
司
鎮
守
府
等
一
・
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関
の
森
遺
跡
で
確
認
さ
れ
た
鍛
冶
に
関
連
す
る
竪
穴
建
物
、
鍛
冶
工
房
、
掘
立
柱
建
物
跡
な
ど
の
遺
構
は
、
整
然
と
配
置
さ
れ
、
柵

列
に
よ
り
区
画
さ
れ
た
計
画
的
な
造
営
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
類
例
と
し
て
は
秋
田
城
な
ど
の
城
柵
遺
跡
や
桃
生
城
廃
絶
後
そ
の

周
辺
遺
跡
と
な
る
角
山
遡
跡
、
さ
ら
に
は
秋
田
城
な
ど
の
城
柵
と
関
わ
る
上
野
遺
跡
を
は
じ
め
と
す
る
蝦
夷
系
社
会
の
中
に
も
強
く
影

響
を
与
え
て
い
る
中
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
高
橋
は
北
東
北
地
方
で
の
秋
田
城
や
払
田
柵
を
モ
デ
ル
と
し
て
成
立
す
る
外
郭
施

設
を
巡
ら
せ
る
遺
跡
が
、
城
柵
機
能
の
実
質
的
な
低
下
、
停
止
段
階
で
登
場
す
る
背
景
に
は
、
律
令
側
・
城
柵
が
担
っ
て
い
た
「
権

そ
の
後
も
、
元
慶
二
（
八
七
八
）
年
三
月
の
出
羽
国
で
の
元
慶
の
乱
を
は
じ
め
、
貞
観
一
七
年
（
八
七
五
）
五
月
に
下
総
国
で
、
翌

六
月
に
下
野
国
で
も
俘
囚
八
九
人
を
殺
害
捕
縛
し
、
七
月
に
も
投
降
し
た
四
人
を
合
わ
せ
三
十
一
人
の
俘
囚
の
殺
害
が
み
え
る
。
さ
ら

に
元
慶
七
（
八
八
三
）
年
二
月
、
上
総
国
市
原
郡
で
俘
囚
三
十
余
人
の
乱
が
起
き
て
い
る
。
『
延
喜
式
」
主
税
式
に
は
三
五
か
国
で
俘

囚
料
が
計
上
さ
れ
、
肥
後
一
七
五
○
○
○
、
近
江
一
○
五
○
○
○
束
を
除
く
と
、
陸
奥
国
に
隣
接
す
る
下
野
国
、
常
陸
国
が
そ
れ
ぞ
れ

一
○
○
○
○
○
束
と
他
国
に
比
べ
て
負
担
が
大
き
く
、
多
く
の
移
配
蝦
夷
が
坂
東
諸
国
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

元
慶
四
（
八
八
○
）
年
九
月
五
日
の
太
政
官
符
に
は
「
応
し
禁
．
断
諸
人
濫
入
二
関
門
一
事
」
と
し
て
承
和
二
年
の
勘
過
強
化
か
ら
時
が

経
ち
、
こ
の
ご
ろ
遊
蕩
の
誰
が
関
の
往
還
を
ほ
し
い
ま
ま
と
し
、
吏
民
の
煩
擾
に
厳
正
に
対
処
す
る
も
の
の
効
果
が
上
が
ら
ず
再
び
厳

正
な
勘
過
が
望
ま
れ
て
い
る
。
関
を
挟
ん
で
の
騒
乱
や
関
を
越
え
て
の
越
訴
、
商
旅
が
止
ま
な
か
っ
た
状
況
が
う
か
が
え
、
こ
の
よ
う

な
社
会
的
不
安
定
要
素
は
、
や
が
て
東
国
の
乱
な
ど
へ
至
る
一
つ
の
要
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
征
夷
終
了
後
も
形
を
変
え
な
が
ら
引
き
続
く
不
安
定
な
辺
境
や
移
配
蝦
夷
支
配
の
担
い
手
と
し
て
活
躍
を
見
せ
た
の
が

蝦
夷
系
豪
族
で
あ
る
。
承
和
年
間
に
集
中
し
て
「
逆
類
に
従
わ
ず
」
「
勲
功
あ
り
」
と
い
う
理
由
で
、
俘
囚
に
外
五
位
を
授
与
す
る
例

が
見
え
、
奥
郡
の
支
配
や
騒
乱
の
鎮
静
化
に
お
い
て
、
彼
ら
の
保
有
す
る
武
力
を
国
家
側
が
積
極
的
に
利
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

〈
註
別
）

い
ス
》
。
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（
註
狸
）

力
」
を
引
き
継
ぐ
「
正
当
性
」
あ
る
い
は
「
象
徴
性
」
の
誇
示
が
期
待
さ
れ
た
と
指
摘
し
、
そ
の
背
景
を
的
確
に
捉
え
て
い
る
。
こ
の

種
の
施
設
の
有
効
性
を
最
も
認
識
し
え
た
側
に
蝦
夷
が
位
置
付
け
ら
れ
、
関
の
森
遺
跡
で
の
外
郭
施
設
を
含
む
鍛
冶
遺
構
群
の
造
営
に

こ
の
時
期
に
活
躍
を
み
せ
る
蝦
夷
系
豪
族
を
そ
の
背
景
に
う
か
が
う
こ
と
を
可
能
な
も
の
と
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
陸
奥
国
の

最
も
南
、
下
野
国
と
の
国
境
に
お
け
る
柵
列
に
よ
る
区
画
施
設
を
伴
う
竪
穴
建
物
や
鍛
冶
工
房
に
よ
る
遺
構
群
の
存
在
は
、
征
討
後
に

顕
在
化
し
た
俘
囚
の
度
重
な
る
騒
乱
や
入
京
越
訴
、
越
境
商
業
活
動
の
取
締
り
の
必
要
性
の
た
め
に
勘
過
な
ど
の
関
強
化
が
は
か
ら
れ

た
時
期
に
該
当
し
、
各
種
武
器
武
具
の
製
作
に
関
わ
り
、
文
字
資
料
、
硯
な
ど
官
衙
的
な
機
能
を
持
ち
合
わ
せ
た
施
設
と
し
て
、
城
柵

な
ど
蝦
夷
施
策
と
か
か
わ
る
蝦
夷
系
豪
族
な
ど
が
設
置
に
関
与
し
た
遺
跡
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

関
の
森
遺
跡
の
資
料
を
再
検
討
し
、
Ｂ
地
点
で
確
認
さ
れ
た
九
世
紀
前
半
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
鍛
冶
工
房
や
関
連
竪
穴
建
物
群
、

掘
立
柱
建
物
の
整
然
配
置
と
柵
列
に
よ
る
区
画
施
設
が
計
画
的
な
造
営
と
な
る
可
能
性
を
積
極
的
に
評
価
し
、
こ
れ
ら
の
遺
構
が
承
和

の
太
政
官
符
に
み
る
勘
過
の
強
化
が
は
か
ら
れ
た
白
河
の
関
の
機
能
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
考
え
て
き
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
遺

構
群
が
、
城
柵
や
蝦
夷
社
会
で
も
採
用
さ
れ
た
遺
構
群
と
の
類
似
性
か
ら
白
河
で
の
採
用
に
こ
の
時
期
盛
ん
に
活
躍
す
る
蝦
夷
系
豪
族

の
存
在
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
き
た
。
限
ら
れ
た
資
料
か
ら
推
論
を
重
ね
た
た
め
、
残
念
な
が
ら
具
体
的
な
機
能
や
役
割
に
つ
い
て
は
ふ

れ
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
。
今
後
は
、
遺
跡
の
重
要
性
を
鑑
み
、
調
査
か
ら
五
十
年
を
経
過
す
る
こ
と
か
ら
も
、
再
度
調
査
が
実
施

さ
れ
、
関
の
全
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
期
待
し
た
い
。
さ
ら
に
は
承
和
三
（
八
三
六
）
年
正
月
の
「
陸
奥
国
白
河
郡
従
五
位
下

勲
十
等
八
溝
黄
金
神
」
「
続
日
本
後
紀
」
に
み
え
る
八
溝
山
は
、
こ
の
関
に
至
近
で
交
通
至
便
と
な
る
こ
と
か
ら
、
遣
唐
使
を
経
済
的

お
わ
り
に
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本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り
石
井
洋
光
、
井
野
和
哉
、
佐
藤
敏
幸
、
鈴
木
功
、
鈴
木
一
寿
、
柳
沼
賢
治
各
氏
よ
り
、
種
々
有
益
な
ご
助

言
、
ご
助
力
を
い
た
だ
い
た
。
文
末
な
が
ら
記
し
て
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。

に
支
え
た
陸
奥
国
産
金
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
解
明
が
待
た
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
古
代
陸
奥
国
の
入
口
に
あ
た
る
白
河
は
、
歴
史

的
に
も
地
理
的
に
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

2 19 8 7 6 5 4 310 註

す
風
土
記
の
丘
資
料
館
二
○
二

福
島
県
教
育
委
員
会
「
関
和
久
鞭

「
関
和
久
遺

蓮
見
長
・
蓮
見
躯
「
増
補
那
須
郡
誌
」
一
九
八
八

木
本
雅
康
「
下
野
国
那
須
郡
を
中
心
と
す
る
古
代
交
通
路
に
つ
い
て
」
「
歴
史
地
理
学
第
１
４
８
号
」
歴
史
地
理
学
会
一
九
九
○

栃
木
県
教
育
委
員
会
「
推
定
黒
川
駅
家
跡
現
地
調
査
報
告
」
「
那
須
と
白
河
ｌ
接
圏
の
地
東
山
道
、
そ
し
て
関
ｌ
」
第
四
回
企
画
展
栃
木
県
立
な

大
学
出
版
会
一
九
九
六

従
来
か
ら
関
と
し
て
の
呼
称
が
一
般
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
も
「
関
」
の
用
語
を
用
い
る
。

関
に
お
け
る
勘
過
と
は
、
通
行
証
で
あ
る
過
所
等
の
文
書
に
よ
り
、
通
行
人
の
名
前
、
従
者
、
携
行
品
、
通
行
理
由
や
目
的
地
、
指
定
経
路
な
ど
を

確
認
す
る
も
の
で
、
さ
ら
に
通
行
者
が
本
人
で
あ
る
か
、
所
持
品
が
記
戦
内
容
と
ち
が
っ
て
い
な
い
か
、
本
人
へ
の
検
問
が
行
わ
れ
た
と
想
定
さ
れ

る
。
（
永
田
英
明
「
通
行
証
」
「
文
字
と
古
代
日
本
３
流
通
と
文
字
」
吉
川
弘
文
館
二
○
○
五
）

舘
野
和
己
「
関
と
交
通
検
察
」
「
日
本
古
代
の
交
通
・
交
流
・
情
報
１
制
度
と
実
態
」
吉
川
弘
文
館
二
○
一
六

金
井
消
光
「
。
遍
聖
絵
」
の
文
学
」
「
時
衆
と
中
世
文
学
」
東
京
美
術
一
九
七
五

黒
田
日
出
男
「
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
別
冊
歴
史
を
読
み
直
す
Ⅲ
中
世
を
旅
す
る
人
々
ｌ
ヨ
遍
聖
絵
」
と
と
も
に
‐
坐
朝
日
新
聞
社
一
九
九
三

藤
井
恵
介
「
絵
巻
物
の
建
築
図
は
信
頼
で
き
る
か
ｌ
三
遍
上
人
絵
伝
」
の
寺
院
・
神
社
図
を
通
し
て
考
え
る
ｌ
」
「
絵
巻
物
の
建
築
を
読
む
」
東
京

跡
」
一
九
八
五
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鈴
木
啓
「
南
奥
ふ
く
し
ま
の
古
代
通
史
」
歴
史
春
秋
出
版
社
二
○
○
九

白
河
市
教
育
委
員
会
「
白
河
関
跡
「
関
の
森
」
発
掘
調
査
中
間
報
告
」
一
九
六
一

白
河
市
「
白
河
市
史
第
四
巻
資
料
編
１
自
然
・
考
古
」
二
○
○
一

遺
櫛
番
号
は
咽
に
よ
る
。

佐
藤
敏
幸
「
陸
奥
の
城
柵
の
櫛
造
ｌ
巡
榊
の
柵
成
ｌ
」
「
宮
城
考
古
学
第
ｕ
号
」
二
○
○
九

川
井
正
一
「
茨
城
県
鹿
の
子
Ｃ
避
跡
に
つ
い
て
の
覚
書
」
「
古
代
東
国
の
考
古
学
」
大
金
宣
亮
氏
追
悼
論
文
集
慶
友
社
二
○
○
五

阿
久
津
久
「
郡
衙
工
房
に
み
る
鉄
器
生
産
に
つ
い
て
ｌ
茨
城
県
鹿
嶋
市
春
内
遺
跡
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
「
喜
谷
美
宣
先
生
古
稀
記
念
論
集
」
喜
谷
美
宣

先
生
古
稀
記
念
論
集
刊
行
会
二
○
○
六

掘
方
内
で
の
木
材
の
残
存
状
況
か
ら
形
状
が
明
ら
か
に
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
材
木
列
に
お
い
て
も
基
本
的
な
機
能
や
意
識
は
同
様
と
考
え
ら

秋
田
市
教
育
委
員
会
「
秋
田
城
跡
（
秋
田
城
跡
調
査
事
務
所
年
報
２
０
０
６
）
」
秋
田
城
跡
調
査
事
務
所
二
○
○
七

伊
藤
武
士
「
秋
田
城
跡
ｌ
最
北
の
古
代
城
柵
ｌ
」
日
本
の
遺
跡
吃
同
成
社
二
○
○
六

宮
城
県
教
育
委
員
会
「
角
山
遺
墜
ｌ
三
陸
縦
貫
自
動
車
道
建
設
関
連
遺
跡
調
査
報
告
書
Ⅳ
ｌ
宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
第
２
０
０
集
二
○
○
五

高
橋
学
「
囲
郭
集
落
の
系
譜
ｌ
出
羽
国
城
柵
が
北
方
の
地
域
社
会
に
お
よ
ぼ
し
た
も
の
Ｉ
」
「
北
方
世
界
の
考
古
学
」
す
い
れ
ん
舎
二
○
一
○

養
老
四
年
の
蝦
夷
の
乱
以
後
、
石
城
石
背
二
国
を
陸
奥
国
に
再
編
し
て
広
域
陸
奥
国
を
復
活
さ
せ
る
と
と
も
に
、
前
線
に
あ
た
る
辺
郡
地
域
に
坂
東

諸
国
な
ど
か
ら
物
資
や
人
員
を
組
織
的
に
導
入
し
、
城
柵
官
衙
な
ど
の
支
配
機
構
を
大
幅
に
整
備
す
る
。
一
方
で
、
調
嗽
制
の
停
廃
、
勧
農
、
軍
事

教
練
、
舎
人
や
衛
士
仕
丁
の
本
国
帰
還
を
組
織
的
に
実
施
し
、
坂
東
を
含
め
て
征
夷
の
兵
士
が
挑
発
さ
れ
る
動
き
が
読
み
取
れ
る
。
多
賀
城
が
成
立

す
る
神
亀
元
年
前
後
に
、
こ
の
体
制
が
一
応
の
完
成
を
み
る
こ
と
か
ら
神
地
元
年
体
制
と
呼
ば
れ
る
。
（
熊
谷
公
男
「
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
と
多

賀
城
の
創
建
」
「
古
代
に
お
け
る
北
方
交
流
史
の
研
究
」
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
第
別
集
二
○
○
○
）

多
賀
城
様
式
瓦
と
は
、
八
葉
蓮
花
文
鐙
瓦
、
手
描
き
亜
弧
文
字
瓦
、
粘
土
紐
巻
き
有
段
男
瓦
、
分
割
後
に
二
次
的
成
形
を
も
つ
女
瓦
を
含
め
た
総
称

で
あ
り
、
瓦
当
文
様
、
形
態
、
製
作
技
法
な
ど
全
国
的
に
み
て
も
き
わ
め
て
特
異
な
特
徴
を
も
ち
、
多
賀
城
成
立
以
後
、
東
北
地
方
の
主
要
な
様
式

と
し
て
確
立
す
る
。
（
須
田
勉
「
多
賀
城
様
式
瓦
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
「
国
士
舘
大
学
文
学
部
人
文
学
会
紀
要
訂
」
二
○
○
五
）

註
⑫
に
よ
る
。

れ
る
。
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図
版
典
拠
一
覧

図
１
著
者
作
成
、
図
２
．
３
．
５
前
掲
註
喝
、
図
４
．
６
前
掲
註
吃
、
図
７
前
掲
註
画
、
図
８
前
掲
註
釦
、
図
９
前
掲
註
翠
、
図
、
前
掲
註
泌
よ
り
そ
れ
ぞ

れ
転
赦
。

3231 3029 282726

鈴
木
拓
「
古
代
陸
奥
国
の
軍
制
」
「
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』
吉
川
弘
文
館
一
九
九
八

註
お
に
同
じ
。

理
解
し
て
い
る
。

爽
俘
と
は
、
本
来
の
部
族
的
集
団
性
を
保
っ
た
状
態
に
あ
る
「
蝦
夷
」
と
集
団
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
移
配
蝦
夷
で
あ
る
「
俘
囚
」
を
含
め
た
総
称
と

甲

眞
保
昌
弘
車

熊
谷
公
男
扇

鈴
木
卓
「
蝦
悲

註
詔
に
同
じ
。

猫
「
古
代
国
家
形
成
期
の
東
国
」
同
成
社
二
○
一
七

万
「
蝦
夷
移
配
策
の
変
質
と
そ
の
意
義
」
「
９
世
紀
の
蝦
夷
社
会
」
高
志
瞥
院
二
○
○
七

「
蝦
夷
の
入
京
越
訴
」
「
９
世
紀
の
蝦
夷
社
会
」
高
志
瞥
院
二
○
○
七
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